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近年,「オーバーツーリズム」が世界各地の観光地で課題となり,対策が検討されてきた1)

複数のオーバーツーリズム発生都市での対策から,
包括的な観光地マネジメントの手法を検討
居住環境と観光活動の両立のため,土地利用の規制と誘導が不可欠としている

目的
(1)持続可能な観光に向けた事例から,土地利用マネジメントの要件
(2)別府市の持続可能な観光に向けた取組の動向

1.研究の背景と目的

観光地の人流管理は重要な課題として指摘されている2)

持続可能な観光地マネジメントの促進を目的とした指標
国連加盟国：GSTC Destination Criteria (2013年策定,2019年改訂)
日本 ：日本版持続可能な観光ガイドライン(以下,JSTS-D) (2020年策定)

⑴⑵を明らかにすることによって,別府市の土地利用規制のあり方を検討する

書籍 阿部ら3)

他方,大分県別府市は,住民が組合で運営する共同温泉を観光客も利用するなど,
住民生活と観光が共存する国内有数の温泉観光地
持続可能な観光に向けた動きは,
観光産業の経済の活性化に関する計画の1つのみに留まっている

1)UNWTO「‘Overtourism’? – Understanding and Managing Urban Tourism 
Growth beyond Perceptions(Executive Summary)」,2018年,p.4

2) UNWTO「World Tourism Barometer Volume 21 Issue3」2023年9月19日

3)阿部大輔,石本東生,江口久美,岡村祐,西川亮,沼田壮人,後藤健太郎
「ポスト・オーバーツーリズム界隈を再生する観光戦略」,学芸
出版社,2020年12月



表1 立地タイプの定義

表2 対策を講じた対象の定義

2.1 持続可能な観光に向けた取組の動向

①GSTCの認証団体であるGreen Destinationsが 2022年に選出した
Green Destinations Top 100 Stories list4) (以下,GD Top 100)の事例

②UNWTOのレポート1)にて紹介されたオーバーツーリズム発生都市のうち
インターネットと書籍で情報収集が可能であった事例

③複数の書籍3)5)にて日本国内のオーバーツーリズム発生都市
とされる京都市

計108件

102件

5件

1件

立地タイプによる対策の
傾向の違いを明らかにする
ため,立地タイプと対策を
講じた対象によって分類

対象事例

3)阿部大輔,石本東生,江口久美,岡村祐,西川亮,沼田
壮人,後藤健太郎「ポスト・オーバーツーリズ
ム界隈を再生する観光戦略」,学芸出版社,2020
年12月

4)Green Destinations「2022 - Top 100 Destinations –
Good Practice Stories」, 
https://www.greendestinations.org/wp-
content/uploads/2023/10/2022-destinations-and-
GPS.pdf(最終閲覧日：2023年11月22日) 

5)高坂晶子「オーバーツーリズム 観光に消費され
ないまちのつくり方」, 学芸出版社,2020年3月



2.1 持続可能な観光に向けた取組の動向

図1 対象事例の立地タイプ別の対策の割合

単一目的地型(離島,中山間地域など) 地域観光型(市街地連坦型の観光地など)

運営体制

【取組内容例】
DMOの設立
管理体制の見直し

観光地の
立地タイプに
関係なく行われる

自然環境を観光資源とする観光地が
多く,半数以上の観光地で
「自然環境」に対策を講じる傾向

「インフラ・設備」
(バス路線の拡大など)
「産業」(雇用機会の創出など)
に対策を講じる傾向



2.2 土地利用に関する対策を講じた事例の詳細(規制策のみ)

規制策は,対策を講じた対象以外にも影響が出やすい

表3 選定した事例の土地利用対策の詳細(一部抜粋)



2.2 土地利用に関する対策を講じた事例の詳細(誘導策のみ)

取組に応じた専門家の参加や,専門的な団体の設立が確認できた

※1 京都市は旅館業法上の簡易宿所と,住宅宿泊事業法上の民泊に対し,客室面積に下限値を設けるなど,独自のルールを示した
「京都市住宅宿泊事業の適正な運営を確保するための措置に関する条例」を制定している

表3 選定した事例の土地利用対策の詳細(一部抜粋)

旅館業法の簡易宿所営業の面積基準の緩和(2016),住宅宿泊事業法の施行(2018)
によって簡易宿所が急増(地価の上昇,3年以内の廃業率が高い)
→明確なエリア設定による対策には至っていない



2.2 土地利用に関する対策を講じた事例の詳細(規制策と誘導策)

＜土地利用マネジメントの要件＞

表3 選定した事例の土地利用対策の詳細(一部抜粋)

事前に対策を検討し,そのためのモニタリングを実施

対象事例より

・運営体制の見直しは必須であり,
その際にモニタリングを行う体制を構築
・規制策を講じた対象以外への影響を考慮
・今後想定される課題に対しても,事前に対策を検討

住民生活の質の保護と,観光促進の両立を図る



3.1 別府市の宿泊施設の立地傾向

京都市の簡易宿所が増加した課題は,全国の観光地でも起きうる課題

図2 別府市の宿泊施設数の推移

2015年度以降
減少傾向

2017〜2019年度
に著しく増加

別府市でも,旅館業法における簡易宿所営業の基準緩和(2016)によって
簡易宿所が急増

大分県別府市を対象に,宿泊施設の立地や課題を把握



3.2 別府市の持続可能な観光に向けた取組の評価

表4 別府市のJSTS-Dの達成状況 別府市が策定した計画等を参照し,
JSTS-Dに示される項目の達成状況を把握

項目の過半数が未達成



3.2 別府市の持続可能な観光に向けた取組の評価

表4 別府市のJSTS-Dの達成状況

持続可能な観光地を目指すため,
JSTS-Dを達成することを第一段階とし,
第二段階として,
観光資源等に合わせた規制や対策が必要

地域の実情に合わせた詳細な規制や計画等が
不足している可能性がある

別府市が策定した計画等を参照し,
JSTS-Dに示される項目の達成状況を把握

項目の過半数が未達成

一方で,
別府市は温泉観光地であり,
開発規制や温泉の調査を実施

JSTS-Dに,温泉資源の保全に該当する項目がない



3.2 別府市の持続可能な観光に向けた取組の評価

第63回認定の地域再生計画6)は,別府市が策定した
計画で唯一「持続可能な観光」を明言

課題：別府市の観光産業の稼ぐ力の低さ

表5 都市再生計画の内容

「調査・分析」,「促進・誘導」に関する記述
はある一方で,「規制」に関する記述がない

地域再生計画では
観光産業の促進のみが計画されている

6)別府市「地域再生計画 持続可能な温泉観光都市への挑戦」,2022年3月



4. 宿泊施設種別ごとの規制のあり方と区域設定

宿泊施設種別ごとの今後の規制のあり方について検討

表6 別府市における宿泊施設種別ごとの規制等の検討

共同温泉近くに立地
する場合,
共同温泉の利用者増
加につながる
→共同温泉のカーネ
ル密度が高く,
地区人口の少ない
エリアへ誘導

別府市では観光産業促進の動きがみられるが,
それによる住環境等の悪化を懸念



4. 宿泊施設種別ごとの規制のあり方と区域設定

用途地域, 宿泊施設のカーネル密度,地区人口,共同温泉のカーネル
密度,2015年度以降に開業した宿泊施設のカーネル密度,町丁目

図5 別府市の共同温泉のカーネル密度

図3 別府市の用途地域と宿泊施設のカーネル密度

区域設定
の要件

図4 別府市の地区人口

図6 2015年度以降に開業した宿泊施設のカーネル密度



4. 宿泊施設種別ごとの規制のあり方と区域設定

別府温泉地,鉄輪温泉地
宿泊施設のカーネル密度: 70.1件/㎢以上,共同温泉のカーネル密度:10.1件/㎢以上
▶︎宿泊施設と共同温泉が集中

図5 別府市の共同温泉のカーネル密度図3 別府市の用途地域と宿泊施設のカーネル密度

別府温泉地 別府温泉地

鉄輪温泉地 鉄輪温泉地



4. 宿泊施設種別ごとの規制のあり方と区域設定

別府温泉地,鉄輪温泉地
宿泊施設のカーネル密度: 70.1件/㎢以上,共同温泉のカーネル密度:10.1件/㎢以上
▶︎宿泊施設と共同温泉が集中

図4 別府市の用途地域と宿泊施設のカーネル密度

別府温泉地

鉄輪温泉地

図6 2015年度以降に開業した宿泊施設のカーネル密度

別府温泉地

鉄輪温泉地

国道10号線

国道500号線

国道500号線,国道10号線沿い
2015年度以降に開業した宿泊施設のカーネル密度:10.1件/㎢以上
▶︎開発傾向がみられ,宿泊施設の立地の分散化が考えられる



4. 宿泊施設種別ごとの規制のあり方と区域設定

図7 区域設定の提案



4. 宿泊施設種別ごとの規制のあり方と区域設定

図7 区域設定の提案

今後宿泊施設を対象と
した対策を講じる際の
指標になると考え,
4区域設定



4. 宿泊施設種別ごとの規制のあり方と区域設定

図7 区域設定の提案

【モニタリング重点区域❸】
宿泊施設の分散傾向がみられる
(2015年度以降に開業した宿泊施設のカーネル
密度:10.1件/㎢以上)

【モニタリング重点区域❶】
宿泊施設のカーネル密度が高く(30.1件/㎢以上)
共同温泉のカーネル密度の高い(10.1件/㎢以上)



4. 宿泊施設種別ごとの規制のあり方と区域設定

図7 区域設定の提案

【住宅民泊誘導区域】
目的：共同温泉利用者増加のため

地区人口が少なく(800人以下)
共同温泉のカーネル密度の高い(10.1件/㎢以上)



z

持続可能な観光に向けた土地利用マネジメントの要件

別府市における持続可能な観光に向けた取組の動向

取組に応じた適正管理のためのモニタリング調査や,
専門家が参加した運営体制の構築が確認できた

規制策は,対策を講じた対象以外への影響が出やすく,
それらに備えた制度や体制も検討する必要がある

今後の課題

宿泊施設は施設規模によって近隣への影響が異なるため,
宿泊施設の客室数や営業形態に着目した規制等の検討が必要

5. 総括

別府市の土地利用規制のあり方

宿泊施設種別ごとの規制のあり方を検討し,
宿泊施設のカーネル密度等を基に
住宅民泊誘導区域と,宿泊施設モニタリング重点区域(4区域)を導出した

持続可能な観光地を目指すため,JSTS-Dを達成することを第一段階とし,
第二段階として,観光資源等に合わせた規制や対策が必要


